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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目を観察するための検眼鏡であって、
　前記目の一領域の中間実像を中間像面に生成するための収束第１レンズ系と、
　観察装置内部の結像面に前記中間実像を結像し、前記観察装置の開口部を前記目の瞳孔
に結像させるための結像光学系を有する前記観察装置と
　を備え、
　前記第１レンズ系と前記瞳孔との間のワーキングディスタンスを大きくするべく及び／
又は視野角を大きくするべく、前記第１レンズ系と前記観察装置の前記結像光学系との間
に、発散第２レンズ系が設けられ、
　前記第２レンズ系は、１つの発散レンズを有し、前記中間像面は、前記１つの発散レン
ズ内に配置されることを特徴とする検眼鏡。
【請求項２】
　目を観察するための検眼鏡であって、
　前記目の一領域の中間実像を中間像面に生成するための収束第１レンズ系と、
　観察装置内部の結像面に前記中間実像を結像し、前記観察装置の開口部を前記目の瞳孔
に結像させるための結像光学系を有する前記観察装置と
　を備え、
　前記第１レンズ系と前記瞳孔との間のワーキングディスタンスを大きくするべく及び／
又は視野角を大きくするべく、前記第１レンズ系と前記観察装置の前記結像光学系との間
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に、発散第２レンズ系が設けられ、
　前記中間像面は、前記第１レンズ系と前記第２レンズ系との間の第１間隔、又は、前記
第２レンズ系と前記結像光学系との間の第２間隔に配置され、
　前記第２レンズ系内の放射力を低減させると同時に、大きなワーキングディスタンスを
確保するべく、前記中間像面は、前記第１レンズ系に面する前記第２レンズ系の一面から
１ｍｍから２０ｍｍの距離で前記第１間隔内に配置される、又は、前記中間像面は、前記
結像光学系に面する前記第２レンズ系の一面から１ｍｍから２０ｍｍの距離で前記第２間
隔内に配置されることを特徴とする検眼鏡。
【請求項３】
　目を観察するための検眼鏡であって、
　前記目の一領域の中間実像を中間像面に生成するための収束第１レンズ系と、
　観察装置内部の結像面に前記中間実像を結像し、前記観察装置の開口部を前記目の瞳孔
に結像させるための結像光学系を有する前記観察装置と
　を備え、
　前記第１レンズ系と前記瞳孔との間のワーキングディスタンスを大きくするべく及び／
又は視野角を大きくするべく、前記第１レンズ系と前記観察装置の前記結像光学系との間
に、発散第２レンズ系が設けられ、
　迷光を抑制するべく、前記第２レンズ系に含まれる少なくとも１つのレンズが、前記中
間像面に対して傾けられていることを特徴とする検眼鏡。
【請求項４】
　目を観察するための検眼鏡であって、
　前記目の一領域の中間実像を中間像面に生成するための収束第１レンズ系と、
　観察装置内部の結像面に前記中間実像を結像し、前記観察装置の開口部を前記目の瞳孔
に結像させるための結像光学系を有する前記観察装置と
　を備え、
　前記第１レンズ系と前記瞳孔との間のワーキングディスタンスを大きくするべく及び／
又は視野角を大きくするべく、前記第１レンズ系と前記観察装置の前記結像光学系との間
に、発散第２レンズ系が設けられ、
　前記第２レンズ系に含まれる前記１つのレンズが、前記中間像面に対して０°から４５
°の範囲の角度で傾けられていることを特徴とする検眼鏡。
【請求項５】
　目を観察するための検眼鏡であって、
　前記目の一領域の中間実像を中間像面に生成するための収束第１レンズ系と、
　観察装置内部の結像面に前記中間実像を結像し、前記観察装置の開口部を前記目の瞳孔
に結像させるための結像光学系を有する前記観察装置と
　を備え、
　前記第１レンズ系と前記瞳孔との間のワーキングディスタンスを大きくするべく及び／
又は視野角を大きくするべく、前記第１レンズ系と前記観察装置の前記結像光学系との間
に、発散第２レンズ系が設けられ、
　前記中間像面は、前記第２レンズ系内部、又は、前記第２レンズ系と前記結像光学系と
の間の間隔に配置されることを特徴とする検眼鏡。
【請求項６】
　前記検眼鏡は、前記目の眼底を観察することを特徴とする請求項１から５の何れか１項
に記載の検眼鏡。
【請求項７】
　前記第２レンズ系内の放射力を低減させると同時に、大きなワーキングディスタンスを
確保するべく、前記中間像面は、前記結像光学系に面する前記第２レンズ系の一面の近傍
の前記間隔内に配置されることを特徴とする請求項５に記載の検眼鏡。
【請求項８】
　前記第２レンズ系は、２つの発散レンズを含み、前記中間像面は、前記第２レンズ系内
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の前記２つの発散レンズの間の中間領域に配置されることを特徴とする請求項５に記載の
検眼鏡。
【請求項９】
　前記第１レンズ系の結像特性を改善するべく、前記第１レンズ系は、非球面形状の曲面
を有するレンズを含むことを特徴とする請求項１から８の何れか一項に記載の検眼鏡。
【請求項１０】
　前記第２レンズ系の結像特性を改善するべく、前記第２レンズ系は、非球面形状の曲面
を有するレンズを含むことを特徴とする請求項１から９の何れか一項に記載の検眼鏡。
【請求項１１】
　前記観察装置は、電気画像信号を生成するべく、前記結像面に配置された光検出センサ
を有することを特徴とする請求項１から１０の何れか一項に記載の検眼鏡。
【請求項１２】
　前記検眼鏡は、前記第１レンズ系と前記第２レンズ系との間の第１中間領域に、ミラー
、ビームスプリッタ及びその他のレンズの少なくとも１つを含まないことを特徴とする請
求項１から１１の何れか一項に記載の検眼鏡。
【請求項１３】
　前記検眼鏡は、前記目と前記第１レンズ系との間の中間領域に、ミラー、ビームスプリ
ッタ及びその他のレンズの少なくとも１つを含まないことを特徴とする請求項１から１２
の何れか一項に記載の検眼鏡。
【請求項１４】
　前記目における前記領域が前記中間像面及び前記結像面に結像される以外には、他の画
像が提供されないことを特徴とする請求項１から１３の何れか一項に記載の検眼鏡。
【請求項１５】
　検眼鏡を使用して、目を観察する方法であって、
　前記目で反射された観察光線が、前記検眼鏡の第１レンズ系によって中間像として中間
像面に結像され、前記中間像は、前記検眼鏡の観察装置の結像光学系によって結像面に結
像され、前記観察光線は、前記第１レンズ系と前記結像光学系との間の光路において第２
レンズ系によって発散され、前記第２レンズ系は、１つの発散レンズを有し、前記中間像
面は、前記１つの発散レンズ内に配置され、更に、前記観察装置の開口は、前記目の瞳孔
内に結像されることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　検眼鏡を使用して、目を観察する方法であって、
　前記目で反射された観察光線が、前記検眼鏡の第１レンズ系によって中間像として中間
像面に結像され、前記中間像は、前記検眼鏡の観察装置の結像光学系によって結像面に結
像され、前記観察光線は、前記第１レンズ系と前記結像光学系との間の光路において第２
レンズ系によって発散され、前記中間像面は、前記第１レンズ系と前記第２レンズ系との
間の第１間隔、又は、前記第２レンズ系と前記結像光学系との間の第２間隔に配置され、
前記第２レンズ系内の放射力を低減させると同時に、大きなワーキングディスタンスを確
保するべく、前記中間像面は、前記第１レンズ系に面する前記第２レンズ系の一面から１
ｍｍから２０ｍｍの距離で前記第１間隔内に配置される、又は、前記中間像面は、前記結
像光学系に面する前記第２レンズ系の一面から１ｍｍから２０ｍｍの距離で前記第２間隔
内に配置され、更に、前記観察装置の開口は、前記目の瞳孔内に結像されることを特徴と
する方法。
【請求項１７】
　検眼鏡を使用して、目を観察する方法であって、
　前記目で反射された観察光線が、前記検眼鏡の第１レンズ系によって中間像として中間
像面に結像され、前記中間像は、前記検眼鏡の観察装置の結像光学系によって結像面に結
像され、前記観察光線は、前記第１レンズ系と前記結像光学系との間の光路において第２
レンズ系によって発散され、前記第２レンズ系に含まれる少なくとも１つのレンズが、迷
光を抑制するべく前記中間像面に対して傾けられており、更に、前記観察装置の開口は、



(4) JP 5748129 B2 2015.7.15

10

20

30

40

50

前記目の瞳孔内に結像されることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　検眼鏡を使用して、目を観察する方法であって、
　前記目で反射された観察光線が、前記検眼鏡の第１レンズ系によって中間像として中間
像面に結像され、前記中間像は、前記検眼鏡の観察装置の結像光学系によって結像面に結
像され、前記観察光線は、前記第１レンズ系と前記結像光学系との間の光路において第２
レンズ系によって発散され、前記第２レンズ系に含まれる前記１つのレンズが、前記中間
像面に対して０°から４５°の範囲の角度で傾けられており、更に、前記観察装置の開口
は、前記目の瞳孔内に結像されることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　検眼鏡を使用して、目を観察する方法であって、
　前記目で反射された観察光線が、前記検眼鏡の第１レンズ系によって中間像として中間
像面に結像され、前記中間像は、前記検眼鏡の観察装置の結像光学系によって結像面に結
像され、前記観察光線は、前記第１レンズ系と前記結像光学系との間の光路において第２
レンズ系によって発散され、前記中間像面は、前記第２レンズ系内部、又は、前記第２レ
ンズ系と前記結像光学系との間の間隔に配置され、更に、前記観察装置の開口は、前記目
の瞳孔内に結像されることを特徴とする方法。
【請求項２０】
　前記方法は、前記目の眼底を観察することを特徴とする請求項１５から１９の何れか１
項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目を観察するための検眼鏡に関し、目を観察する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　目の観察、特に眼底の観察は、通常、目の病気の診断及び病気の治療に必要である。具
体的な病気の例としては、加齢性黄斑変性症、糖尿病性網膜症が挙げられる。医師による
網膜の直接観察、眼底画像といった診断方法によって、このような病気の早期発見が可能
であるが、蛍光画像又は光コヒーレンス・トモグラフィーには、目の瞳孔の小さな開口部
を介して眼底を観察及び撮像することから、特別な光学技術が必要である。
【０００３】
　網膜の病気の治療では、網膜の症状を有する部位にレーザー照射がしばしば行われる。
この治療では、レーザー光線を目の中に照射し、瞳孔を介して照射を行うべき部位に焦点
を合わせる必要がある。このような治療の最中には、網膜の観察を行うことも必要となる
。
【０００４】
　このような目的で目を直接観察するのに使用される光学要素は、眼底の光学画像を取得
する精度を左右する。一般的に、眼底を観察するのに細隙灯（スリットランプ）が使用さ
れる。検眼鏡レンズを使用して、眼底を中間像面に結像させる方法については、例えば、
米国特許第５，５２６，１８９号公報に記載されている。そして、この中間像面は、実体
顕微鏡によって観察される。眼底は、スリット照明よって照明され、照明光が検眼鏡を通
過して眼に照射される。細隙灯を使用する場合の眼底観察の欠点として、網膜に対してス
リット形状に視野が限定されてしまうこと、及び、検眼鏡のレンズ及び患者の角膜に照明
が反射してしまい、眼底の画像と重なって干渉するアーチファクトが発生することが挙げ
られる。
【０００５】
　また、検査及び治療の記録のために、眼底の画像を記録する必要がある。このために、
例えば、眼底カメラ及び間接検眼鏡が使用される。検眼鏡のレンズ系を集光させて、眼底
の中間像を形成し、ダウンストリームに設けられる結像光学系により結像面に結像させ、
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この結像面に、電子光電性センサを配置する。
【０００６】
　間接検眼鏡を使用して眼底の観察を行うには、次のようなパラメータ及び境界条件が関
係する。目から出射する２つの光線が、検眼鏡により結像面において結像される最大角度
によって特徴付けられる視野角は、眼底の視野を最大にするべく可能な限り大きくされ、
光検出センサのサイズ及び検眼鏡の結像光学系の構造サイズは、医師と治療を受ける患者
との距離を可能な限り短く（腕の長さよりも短く）するべく、小さく抑えることが求めら
れる。また、関係するパラメータとして、結像品質が挙げられ、散瞳薬を使用しない検査
が望ましいとされることから、規則により、検査される目の瞳孔の直径は、４ｍｍより小
さく、検眼鏡と目との間のワーキングディスタンス（動作距離）は、目の角膜と目と面す
る入射レンズ（entrance lens）の表面との距離によって規定され、このワーキングディ
スタンスは可能な限り大きいことが望ましく、これは、検眼鏡と目との間に問題なくその
他の光学要素を配置することが可能となるためである。また、検眼鏡が自由に動けるよう
に、検眼鏡と患者の鼻及び額との距離も、大きく設けられる。上記のような条件は、密接
に相関しており、これらのパラメータのうちの１つを変更すると、その他のパラメータに
も影響が出る。
【０００７】
　例えば、対角サイズが約０．５インチ以下である費用効率の高いセンサを選択すると、
このセンサ上での眼底の中間像は、多くの場合、小さなサイズとなってしまう。この場合
、構造的長さの大きい結像光学系が必要となり、その結果、医師と患者との距離が大きく
なる、又は、短い焦点距離の光学要素を使用することが考えられるが、これでは高い結像
品質は達成できない。大きなワーキングディスタンスを達成する１つの方法として、検眼
鏡に、大きな焦点距離を有する対物レンズを選択することが考えられる。しかしながら、
中間像のサイズは、対物レンズの焦点距離に対応するため、中間像が大きすぎると、ダウ
ンストリームに設けられるそのままの光学系におけるセンサでは、完全に検出することが
できなくなる。したがって、検眼鏡のコストを上昇させることになるが大きなサイズのセ
ンサを選択するか、ダウンストリームに設けられる光学系を上記したように中間像のサイ
ズの減少に合わせるかする必要があり、後者の場合、構造的な長さが大きくなる、又は、
上記のような欠点を含め、大きく屈折する光学要素を使用することになる。
【０００８】
　中間像の形成に加えて、検眼鏡の対物レンズに、マックスウェル照明を可能とすること
も目的とされ、それにより、通常は結像光学系の開口部である装置の瞳が、検査される目
の動向に結像される。マックスウェル照明は、瞳結像とも称され、目の瞳孔の付近におけ
る目の角膜における観察光路と照明光路との空間的な分離を可能とする。上記の光路の空
間的分離により、目の角膜及び対物レンズ表面における反射が、眼底の像内において、眼
底からの反射と重なることがないようにすることができる、すなわち、観察光が、目から
の明瞭な像情報を搬送することを可能とする。更に、瞳結像により、目の大きな領域が検
眼鏡のセンサ上に結像されることから、大きな視野角（field angle）を可能にする。し
かしながら、瞳結像は、ワーキングディスタンスの精度の高い調整を必要とする。検眼鏡
が目から離れて配置される場合、開口が、瞳孔の外側の目の正面に結像される。この場合
、視野角が小さくなり、上記したように、観察光路から迷光を取り除くことができない。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、目、特に眼底を観察するための検眼鏡であって、大きなワーキングディスタ
ンス及び大きな視野角を達成すると同時に検眼鏡の構造的長さを最大限小さくし、良好な
瞳結像を可能とする検眼鏡を提案する。また、小さなセンサで高い結像品質を達成できる
。また、これに対応する目の観察方法も提案される。
【００１０】
　このような目的は、本発明に係る独立請求項に記載される特徴を有する検眼鏡及び方法
によって達成される。本発明の有益な実施形態は、従属請求項の特徴でもある。
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【００１１】
　本発明に係る目を観察する検眼鏡は、目の一領域の中間実像を中間像面に生成する収束
（正に屈折させる）第１レンズ系と、観察装置内の結像面に中間実像を結像させ目の瞳孔
に観察装置の開口を結像させるための結像光学系を有する観察装置とを供え、第１レンズ
系と結像光学系との間には、第１レンズ系と瞳孔との間のワーキングディスタンス及びフ
視野角を大きくするべく発散（負に屈折させる）第２レンズ系が設けられる。
【００１２】
　第１レンズ系は、少なくとも１つの収束（正に屈折させる）レンズを含み、第２レンズ
系は、少なくとも１つの発散（負に屈折させる）レンズを含む。両レンズ系は、更なるレ
ンズを含んでもよい。収束（正に屈折させる）レンズ系により、少なくとも１つのレンズ
を有する系は、互いに平行に進む光線を収束させ、正に屈折させるレンズ系を通過させる
。また、負に屈折させるレンズ系により、少なくとも１つのレンズを有する系は、このレ
ンズ系を通過する光線を屈折及び発散させる。
【００１３】
　本発明に係る第２発散レンズを配置することにより、瞳結像を達成するのに必要なワー
キングディスタンスを大きくすることができ、ここで、ワーキングディスタンスは、上記
したように、目の角膜と第１レンズ系の入射レンズの目と面する面との間の距離で規定さ
れる。より詳細には、本発明により達成可能なワーキングディスタンスは、第２レンズ系
を有さない従来の検眼鏡のワーキングディスタンスに対応する、上記面と目に面する第１
レンズ系の焦点との距離よりも大きい。既に述べたように、ワーキングディスタンスを大
きくすることにより、コンタクトレンズのようなその他のデバイスを検眼鏡と目との間に
用意に配置でき、有用である。大きな視野角を達成することができ、また、検眼鏡におけ
る可動空間を大きくすることができることから、特に、患者の鼻及び額との距離を大きく
することできる。
【００１４】
　更に、第２レンズ系内の中間像面が、第１レンズ系と第２レンズ系との間の第１間隔で
又は第２レンズ系と結像光学系との間の第２間隔で配置される場合には、特に良好な光学
結像特性を提供することができる。
【００１５】
　第２レンズ系は、単体のレンズを備える場合は、中間像面がそのレンズを通過する場合
に、中間像が第２レンズ系に位置する。第２レンズ系が複数のレンズを備える場合には、
中間像が、両方のレンズの間に位置する又は少なくともこれら両レンズの一方を通過する
場合に、中間像が第２レンズ系内に位置する。同様のことが、第１レンズ系及び結像光学
系にも言える。中間像が、第１レンズ系に面する第２レンズ系の一面と第２レンズ系に面
する第２レンズ系の一面との間に位置するが、第１レンズ系及び第２レンズ系内部に位置
しない場合には、中間像が、第１レンズ系と第２レンズ系との間の第１間隔にある。中間
像が、結像光学系に面する第２レンズ系の一面と第２レンズ系に面する結像光学系の一面
との間に位置するが、第２レンズ系及び結像光学系内部に位置しない場合には、中間像が
、第２レンズ系と結像光学系との間の第２間隔にある。
【００１６】
　一実施形態において、第２レンズ系は、１つの発散レンズを有し、中間像は、この発散
レンズ内に配置される。中間像において１つの発散レンズを使用することにより、ワーキ
ングディスタンスを通常よりも長くすることができる。一方、中間像面に中間像を結像さ
せる第１レンズ系の焦点距離はそのままに維持することができ、例えば、中間像を第２レ
ンズ系によってシフトさせず、更に中間像を拡大させないことにより、第２レンズ系のダ
ウンストリームに結像光学系を設ける必要がない。
【００１７】
　本発明に係る検眼鏡の別の実施形態では、第１間隔における中間像面は、第１レンズ系
に面する第２レンズ系の一面の付近に配置される、又は、第２間隔における中間像面は、
結像光学系に面する第２レンズ系の一面の付近に配置される。このようにすることで、第
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２レンズ系内の放射力を低減することができる。特に、目のレーザー治療を行う場合に有
効であり、中間像面においてレーザー強度が通常より強くなることから、放射力を低減さ
せることにより第２レンズ系を保護することができる。特に眼底の治療では、治療用レー
ザー光線が眼底に集光され、可能な限り高い放射力で眼底の照射が行われる。レーザー光
線の焦点を眼底に合わせることは、レーザー光を中間像面に集光させることを意味する。
【００１８】
　目と第１レンズ系との間のワーキングディスタンスを可能な限り大きくし、中間像面の
位置を変更せず、可能であれば中間像を大きくしないということを同時に達成するために
、一実施形態では、第１間隔における中間像面は、第１レンズ系に面する第２レンズ系の
一面に対して、１ｍｍから２０ｍｍの距離に配置される、又は、第２間隔における中間像
面は、結像光学系に面する第２レンズ系の一面に対して、１ｍｍから２０ｍｍの距離に配
置される。別の実施形態では、上記距離は、５ｍｍから１５ｍｍの間である。
【００１９】
　本明細書で示される種類の検眼鏡の一実施形態では、少なくとも２つのレンズを備え、
この２つのレンズの間の間隔に中間像面が配置される第２レンズ系を提供する。また、第
２レンズ系のレンズ材料中の治療用レーザー光の放射力を低減させることができると同時
に、ワーキングディスタンスを大きくすることができる。
【００２０】
　本発明の別の構成では、第２レンズ系には少なくとも１つのレンズが含まれ、中間像面
に対して傾けて配置される。このようにすることで、観察光から迷光を取り除くことがで
き、検眼鏡の画像品質を向上させることができる。望ましくは、傾けて配置されるレンズ
と中間像面との間の対応する回転角度は、０°から４５°の範囲である。別の実施形態で
は、回転角度は、５°から１５°の範囲である。これに替えて又はこれに加えて、第１レ
ンズ系に含まれる複数のレンズが、傾けて設けられていてもよい。
【００２１】
　本発明の一実施形態では、表面が非球面に形成された曲面を有するレンズを含む第１レ
ンズ系が提供される。これは、最低限の光学面数で、瞳孔及び眼底の結像を最適化して行
うためである。レンズ表面の非球面形状により、全ての視角について局所的な最適化が可
能となることから、非球面を使用した最適化は有用である。非球面の使用では、光線の入
射高さに応じて非球面表面の屈曲の局所半径を選択してもよい。ここで、光線の入射高さ
は、レンズの（回転対称性に関する）対称軸と、レンズに入射する光線の入射点との間の
距離として規定される。
【００２２】
　検眼鏡の結像特性の最適化に関して、更なる球面レンズを使用した場合と比較して、非
球面レンズを使用した場合には、更にレンズ面（光学面）を設ける必要がなく、したがっ
て、レンズ面における更なる光の反射を回避することができる。
【００２３】
　本発明の別の実施形態では、非球面形状の曲面を有するレンズを含む第２レンズ系が提
供される。また、このレンズの非球面形状は、上記のような目的で使用される。望ましい
実施形態では、第１レンズ系及び第２レンズ系はそれぞれ、このような非球面形状の面を
有するレンズを含む。
【００２４】
　本発明の更なる実施形態では、電気画像信号を生成するべく、像面に配置される光検出
センサを備える観察装置を提供する。このようなセンサは、デジタル画像処理に適用可能
である。デジタル画像処理を行える検眼鏡は、以下では詳細に説明しないが、複数の補助
的診断機能を提供する。
【００２５】
　検眼鏡の有益な実施形態では、ミラー、ビームスプリッタ及び／又は第１レンズ系と第
２レンズ系との間の中間領域におけるその他のレンズを含まない検眼鏡を提供する。この
ように、構成を単純にすることができコストを抑制でき、且つ、使用する光学面の数を抑
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えることにより迷光及び望ましくない光の反射を低減することができるため、特に高い画
像品質を提供できる。同様な理由により、本発明の別の実施形態では、ミラー、ビームス
プリッタ及び／又は目と第１レンズ系との間の間隔におけるその他のレンズを含まない検
眼鏡を提供する。
【００２６】
　高い結像品質及び迷光の低減を実現できる本発明の単純な実施形態では、目、中間像面
及び結像面における一領域の結像以外には、目の結像が提供されない。
【００２７】
　本発明に係る、本明細書で説明される種類の検眼鏡を使用して目を観察する方法は、目
で反射された観察光線は、検眼鏡の第１レンズ系によって中間像として中間像面に結像さ
れ、中間像は、結像面に設けられる検眼鏡の観察装置の結像光学系によって画像化され、
観察光線は、第１レンズ系と結像光学系との間の光路において第２レンズ系によって発散
され、観察装置の開口は、目の瞳孔内に結像される。一実施形態において、この種の検眼
鏡を使用して上記方法が実行される。
【００２８】
　以下、本発明を特定の実施形態を参照して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本明細書で提案される種類の検眼鏡による眼底の結像を示した図である。
【図２】本明細書で提案される種類の検眼鏡による瞳孔の結像を示した図である。
【図３】第２レンズ系の１つのレンズ内に中間像面を有する本明細書で提案される種類の
検眼鏡を示した図である。
【図４】中間像面に対して傾いたレンズを有する本明細書で提案される種類の検眼鏡を示
した図である。
【図５】第１レンズ系と第２レンズ系との間の第１間隔における中間像面を有する本明細
書で提案される種類の検眼鏡を示した図である。
【図６】第２レンズ系内に中間像面を有する本明細書で提案される種類の検眼鏡を示した
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　図１には、目２を観察するための本明細書で提案される種類の検眼鏡１の特定の実施形
態が概略的に示されている。検眼鏡１は、目の一領域４の中間実像５を中間像面５に生成
するための収束第１レンズ系３、及び、観察装置６内部の結像面８に中間実像５を結像し
、観察装置６の開口部９を目４の瞳孔に結像させるための結像光学系７を有する観察装置
６とを備える。この特定の実施形態における結像光学系７は、２つの収束レンズ１１、１
２を含む。高結像品質を達成するべく、より複雑な実施形態では、レンズ１１及び１２の
ような単体のレンズの替わりに、複数のレンズによってそれぞれ構成されるレンズ系を備
える。
【００３１】
　検眼鏡は更に、発散第２レンズ系１３を備え、中間像面５は、この第２レンズ系１３内
部を通過する。本明細書で提示される実施形態では、第２レンズ系１３は、１つの発散レ
ンズ１３を含む。
【００３２】
　図１に概略的に示される光路は、瞳結像を例示しており、より詳細には、開口９が目の
瞳孔１０に結像され、開口９から出射する１つの発散光線１４は、瞳孔１０上に集光され
る。特に目の大きな領域４が、瞳結像によって、照明及び観察される。領域４のサイズは
、大きな視野角αに対応する。本明細書に提示される実施形態では、視野角５０°は、眼
底１５において約１６ｍｍの直径を有する領域４に対応する。
【００３３】
　この実施形態では、第１収束レンズ系３は、１つの単体の収束レンズ３を含み、このレ
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ンズは、検眼鏡１の入射レンズであって、大きな観察角（視野角）αで検眼鏡の結像特性
を改善するべく非球面形状を有する。検眼鏡１は更に、電気画像信号を生成するべく、結
像面８に配置された光検出センサ１６を備える。検眼鏡１は更に、画像処理機能を実行す
るためのデジタル処理ユニット（図示せず）を備える。
【００３４】
　図２には、図１で説明した検眼鏡１が示されている。図２では、眼底の結像を行う場合
が例示されており、目の眼底１５から出射する光が、第１収束レンズ系３により中間像面
５に結像される。この光線は、結像光学系７の第１収束レンズ１１により平行化されて、
開口９（開口絞り）によって空間的に制限された後、結像光学系７における第２収束レン
ズ１２によってセンサ１６上の結像面８に結像される。
【００３５】
　このように、本明細書で説明される検眼鏡１の第１レンズ系２及び第２レンズ系１３は
、観察装置６のセンサ１６に目２の眼底１５を結像させると同時に、開口９を目２内部の
角膜１８の背後に位置する瞳孔１０に結像させることができる。
【００３６】
　更に、第２レンズ系に含まれる発散レンズ１３により、第１レンズ系と目２との間のワ
ーキングディスタンスは、以下に図面を参照して詳細に説明するように、大きくすること
ができる。
【００３７】
　この実施形態では、中間像面５は、レンズ系１３の内部に配置される。別の実施形態で
は、中間像面（５）は、第１レンズ系（３）と第２レンズ系（１３）との間の第１間隔（
１９）、又は、第２レンズ系（１３）と結像光学系（７）との間の第２間隔（１９'）に
位置する。
【００３８】
　図３は、図１及び図２を参照して説明した検眼鏡の断面図である。図３では、目１の眼
底１５上の観察領域４から出射する複数の光線１７の光路が描かれている。始めに、眼底
１５からの光は、瞳孔１０を通過して、目１から出射する。その後、最初に収束レンズ系
３（の入射レンズ）に衝突し、中間画像面５で焦点が合わされる。
【００３９】
　目４から出射する光線１７は、平行光線によって構成されており、光線はそれぞれ、収
束レンズ系３によって、第１レンズ系３の焦点面５、すなわち、中間像面５に集光される
。したがって、中間像面５と、中間像面５に面する収束レンズ系３の面３'との間の距離
であるＳｏは、レンズ系３の焦点面にほぼ対応する。
【００４０】
　また、収束レンズ３は、上記したように非球面形状を有する。このように、大きな入射
高さＰで収束レンズ３に入射する光線１７であっても、中間像面５に結像され、領域４全
体が、中間像面５に光学的に良好に結合する。入射高さは、構成各々の入射点と、レンズ
の対称軸Ｒとの間の距離で規定される。
【００４１】
　中間像面５に発散レンズ１３を配置することにより、目に面する第１レンズ系３の１面
３"と、目の角膜１８との間のワーキングディスタンスＡを大きくすることができる。発
散レンズ１３を設けない場合には、瞳孔の結像に必要なワーキングディスタンスは、中間
像面５に面するレンズ系３の面３'との間の距離Ｓｏにほぼ対応する。発散レンズ系１３
を追加することにより、光線１７が距離Ｓで収束し、距離Ｓが第１レンズ系のアップスト
リームにおける検眼鏡の焦点距離となり、ＳｏよりもΔＳだけ大きい距離となる。したが
って、目１に面する収束レンズ３の面３"と目の角膜１８との間のワーキングディスタン
スＡを大きくすることができる。このようにワーキングディスタンスＡを大きくできるこ
とにより、目２の観察者は、鼻又は前頭骨による制約を受けることなく、目１の正面に検
眼鏡を移動させることができる。
【００４２】



(10) JP 5748129 B2 2015.7.15

10

20

30

　図４には、本明細書で提示される種類の検眼鏡の特定の実施形態の断面図が概略的に示
されている。図３に示された検眼鏡との違いは、中間像面５に対する収束第２レンズ系１
３の傾きが、角度βであることである。本例では、傾き角βは、９．５°である。レンズ
を傾けることにより、検眼鏡の光路からの光の反射を取り除くことができ、反射光によっ
て領域４の像の結像品質を低下させることがないという有益な効果がある。
【００４３】
　図５には、本明細書で提案される種類の検眼鏡の特定の実施形態の断面図が概略的に示
されている。図１から図４に示した実施形態とは異なり、この実施形態では、中間像面５
が、第１レンズ系３と第２レンズ系１３との間の第１間隔１９に配置されている。中間像
面５と中間像面５に面する第２レンズ系１３の面１３'との間の距離Ｘは、この実施形態
では、約２ｍｍである。このように構成することにより、目２の眼底１５をレーザー治療
する場合に、第２レンズ系１３内部の放射力を、中間像面５内の放射強度と比較して低減
させることができるため有益である。更に、レンズ表面は、非球面である。また、第１レ
ンズ系３と目２との間の中間領域２１において、その他のミラー、ビームスプリッタ又は
レンズは設けられない。
【００４４】
　図６には、本明細書で提案される種類の検眼鏡の別の実施形態の断面図が概略的に示さ
れている。図５で説明した検眼鏡の実施形態とは異なり、この実施形態の第２レンズ系１
３は、２つの発散レンズ１３"を含む。中間像面５は、第２レンズ系１３内の両発散レン
ズ１３"の間の中間領域に配置される。これにより、第２レンズ系１３の発散レンズ１３"
内部の放射力を低減させることができ、例えば、眼底１５のレーザー治療の場合に、これ
らレンズ１３"を高い放射強度から保護することができる。
【００４５】
　距離Ｓｏ、ΔＳ、Ｓ及びＸはそれぞれ、検眼鏡の光軸２０に沿って規定される。
【符号の説明】
【００４６】
　１　検眼鏡、２　目、３　第１レンズ系、３'　中間像面に面する第１レンズ系の一面
、３"　目に面する第１レンズ系の一面、４　目の一領域、５　中間像面、６　観察装置
、７　結像光学系、８　結像面、９　開口、１０　瞳孔、１１　結像光学系の第１レンズ
、１２　結像光学系の第２レンズ、１３　第２レンズ系、１４　観察光線、１５　眼底、
１６　センサ、１７　観察光線、１８　角膜、１９　間隔、２０　光軸、２１　間隔、α
　視野角、β　傾き角、Ａ　ワーキングディスタンス、Ｓ　焦点距離、Ｓｏ　中間像面と
第１レンズ系との間の距離、ΔＳ　ＳとＳｏとの差分、Ｒ　第１レンズ系の対称軸、Ｐ　
入射高さ



(11) JP 5748129 B2 2015.7.15

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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